
別表 

1 （再生可能エネルギー発電促進賦課金） 

（1）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36条第 2項に定め

る納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三

十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいま

す）およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。 

（2）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課

金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4月の検針日から翌年の 4月の検針日の

前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

（3）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。 

ロ 契約者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 1項の規定により認定を受けた場合

で、契約者から当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、

次のとおりといたします。 

契約者からの申出の直後の 4月の検針日から翌年の 4月の検針日（契約者の事業所が再生可能

エネルギー特別措置法第 37条第 5項または第 6項の規定により認定を取り消された場合は、

その直後の検針日といたします）の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生

可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進

賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 3項第 1号によ

って算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法 37条第 3項第 2号に規定する政令で定

める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割

合を乗じてえた金額（以下「減免額」といいます）を差し引いたものといたします。 

 なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。 

 

2 （燃料費調整） 

（1）燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値

にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

 Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

 Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 



 α＝0.1874 

 β＝0.0899 

 γ＝1.0036 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの

平均液化天然ガス価格および 1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数

点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたしま

す。 

  燃料費                    (2)の基準単価 

調整単価                      1,000 

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃

料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。 

  

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1月 1日から 3月 31日までの期間 その年の 5月の検針日から 6月の検針日の前日までの期間 

毎年 2月 1日から 4月 30日までの期間 その年の 6月の検針日から 7月の検針日の前日までの期間 

毎年 3月 1日から 5月 31日までの期間 その年の 7月の検針日から 8月の検針日の前日までの期間 

毎年 4月 1日から 6月 30日までの期間 その年の 8月の検針日から 9月の検針日の前日までの期間 

毎年 5月 1日から 7月 31日までの期間 その年の 9月の検針日から 10月の検針日の前日までの期間 

毎年 6月 1日から 8月 31日までの期間 その年の 10月の検針日から 11月の検針日の前日までの期間 

毎年 7月 1日から 9月 30日までの期間 その年の 11月の検針日から 12月の検針日の前日までの期間 

毎年 8月 1日から 10月 31日までの期間 
その年の 12月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 9月 1日から 11月 30日までの期間 翌年の 1月の検針日から 2月の検針日の前日までの期間 

毎年 10月 1日から 12月 31日までの期間 翌年の 2月の検針日から 3月の検針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の 1月 31日までの

期間 
翌年の 3月の検針日から 4月の検針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の 2月 28日までの

期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 

2月 29日までの期間） 

翌年の 4月の検針日から 5月の検針日の前日までの期間 

 

ニ 燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して

算定いたします。 

＝（平均燃料価格－80,800円）× 



（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 17銭 3厘 

 

3 （契約容量の算定方法） 

第 16条（従量メニュー）(2)ハ、第 16条の 2（グリーンメニュー）(2)ハの場合の契約容量は、次によ

り算定いたします 。 

（1）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2線式標準電圧 100ボルトもしくは 200ボルトまたは交

流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトの場合 

                          1 

1,000 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといた

します。 

（2）供給電気方式および供給電圧が交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトの場合 

                             1 

1,000 

 

4 （契約容量についての特別措置）  

（1）第 16条（従量メニュー）(2)イ、第 16条の 2（グリーンメニュー）(2)イに該当し、お客さまが

希望され、かつ、当社との協議が整った場合には、契約容量は、第 16条（従量メニュー）(2)ハ、第

16条の 2（グリーンメニュー）(2)ハにかかわらず、当分の間、契約負荷設備の内容を基準として、お

客さまと当社との協議によって定めます。この場合、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきま

す。 

 なお、この場合の契約容量が、負荷の実情に比べて不適当と認められるときには、原則としてこの特

別措置を適用いたしません。  

（2）（1）により契約容量を定めているお客さまが、需要場所における負荷設備を変更される場合には、

原則として、第 16条（従量メニュー）(2)ハ、第 16条の 2（グリーンメニュー）(2)ハにより契約容

量を定めます。 

 

 

5 （使用電力量の協定） 

（1）使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。 

イ 過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力

量が計量された料金の算定期間に契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上

区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定

いたします。 

 

契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×電圧(ﾎﾞﾙﾄ)× 

契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×電圧(ﾎﾞﾙﾄ)×1.732× 



a 前月または前年同月の使用電力量による場合 

前月または前年同月の使用電力量         協定の対象と 

前月または前年同月の料金の算定期間の日数      なる期間の日数 

b 前 3月間の使用電力量による場合 

前 3月間の使用電力量          協定の対象と 

前 3月間の料金の算定期間の日数       なる期間の日数 

ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といた

します。 

ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10日以上である場合で、取替後の計量器によ

って計量された使用電力量によるとき 

取替後の計量器によって計量された使用電力量     協定の対象と 

取替後の計量器によって計量された期間の日数     なる期間の日数 

ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。 

なお、この場合の計量器の取付けは、託送供給等約款に準ずるものといたします。 

ホ 公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量 

100パーセント＋（±誤差率） 

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象と

して協定いたします。 

a 契約者の申出により測定したときは、申出の日の属する月 

b 一般送配電事業者等が発見して測定したときは発見の日の属する月 

（2）（1）によって使用電力量を定める場合、協定期間の 30分ごとの使用電力量は、協定期間の使用

電力量を協定期間における 30分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。

ただし、（1）によって使用電力量を定める場合で、協定期間の使用電力量を計量器の時間帯区分ご

とに定めるときは、協定期間における各時間帯区分ごとの使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30

分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。 

 

6 （日割計算の基本算式） 

（1）日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。ただし、日割計算対象日数が 30日を上回る

場合には、日割計算を行なわないものといたします。 

イ 基本料金、または最低月額料金を日割りする場合 

日割計算対象日数 

                 30日 

  

× 

× 

1 月の該当料金 × 

× 



ロ 従量 B、従量 C、グリーン従量 B、グリーン従量 Cの料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

（イ）従量 B、従量 C、グリーン従量 B、グリーン従量 C 

日割計算対象日数 

30日 

なお、第 1段階料金適用電力量とは、最初の 120キロワット時までの 1キロワット時当たりの

電力量料金が適用される電力量をいいます。 

日割計算対象日数 

30日  

なお、第 2段階料金適用電力量とは、120キロワット時をこえ 280キロワット時までの 1 キロ

ワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

（ロ）(ｲ)によって算定された第 1 段階料金適用電力量および第 2段階料金適用電力量の単位は、

1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 

ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金の再生可能エネルギー発電促

進賦課金を除きます）を算定する場合 

（イ）第 22条（料金の算定）(1)イの場合 

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 

（ロ）第 22条（料金の算定）(1)ロの場合 

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約

電流、または契約容量を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認

する場合は、その値によります。 

 

7（離島ユニバーサルサービス調整） 

（1）離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額

の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

なお、離島平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたし

ます。 

離島平均燃料価格＝Ａ×α 

 Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

 α＝1.0000 

なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1

円とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

  

第 1段階料金適用電力量＝120キロワット時× 

第 2段階料金適用電力量＝160キロワット時× 



ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値とい

たします。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位

で四捨五入いたします。 

（イ）１キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000円以下の場合 

 離島ユニバーサル                     (2)の離島基準単価 

サービス調整単価                        1,000 

（ロ）１キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000円を上回る場合 

離島平均燃料価格は、119,000円といたします。 

 離島ユニバーサル                       (2)の離島基準単価 

サービス調整単価                          1,000 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサー

ビス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する次の離島ユニバーサルサービス調

整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 

毎年 1月 1日から 3月 31日までの期間 その年の 5月の検針日から 6月の検針日の前日までの期間 

毎年 2月 1日から 4月 30日までの期間 その年の 6月の検針日から 7月の検針日の前日までの期間 

毎年 3月 1日から 5月 31日までの期間 その年の 7月の検針日から 8月の検針日の前日までの期間 

毎年 4月 1日から 6月 30日までの期間 その年の 8月の検針日から 9月の検針日の前日までの期間 

毎年 5月 1日から 7月 31日までの期間 その年の 9月の検針日から 10月の検針日の前日までの期間 

毎年 6月 1日から 8月 31日までの期間 その年の 10月の検針日から 11月の検針日の前日までの期間 

毎年 7月 1日から 9月 30日までの期間 その年の 11月の検針日から 12月の検針日の前日までの期間 

毎年 8月 1日から 10月 31日までの期間 
その年の 12月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 9月 1日から 11月 30日までの期間 翌年の 1月の検針日から 2月の検針日の前日までの期間 

毎年 10月 1日から 12月 31日までの期間 翌年の 2月の検針日から 3月の検針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の 1月 31日までの

期間 
翌年の 3月の検針日から 4月の検針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の 2月 28日までの

期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 

2月 29日までの期間） 

翌年の 4月の検針日から 5月の検針日の前日までの期間 

 

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1月の使用電力量にロによって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

 

＝（119,000円－79,300円）× 

＝（離島平均燃料価格－79,300円）× 



 （2）離島基準単価 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 1厘 

 

 


